
☆令和２年度に実施した統計調査
皆さんのご協力により、次の調査を円滑に実施することができました。
ありがとうございました。
【市が実施】
○工業統計調査 （期日 令和2年6月1日）
○国勢調査 （期日 令和2年10月1日）

【県が実施】
○労働力調査○毎月勤労統計調査○小売物価統計調査

☆令和２年度統計功績者表彰（統計調査員表彰）で表彰されました
令和２年11月16日にやまなしプラザオープンスクエアにおいて「令和２年度山梨県

統計功績者表彰式、各省大臣表彰等伝達式」が開催されました。
これは、長年統計調査事務に積極的に従事した調査員を称えるものです。
甲斐市の登録調査員からは、次の方が表彰されました。

○経済産業大臣表彰
・構造統計調査 堀内 美保 さん

○山梨県統計功績者表彰
・優良統計調査員 田中 壽彦 さん
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現在の登録調査員数 96人

表 彰

☆ 令和３年経済センサス－活動調査について

令和３年６月１日を調査期日として、経済センサス活動調査を行います。

この調査は、全産業分野の経済活動の実態を同一時点で網羅的に把握し、我が
国における事業所・企業の経済活動を全国的および地域別に明らかにするととも
に、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的と
しています。経済の国勢調査とも言える、特に重要かつ大規模な調査です。

この調査の結果は、国及び地方公共団体における行政施策の立案や、小・中学
校の社会科の副読本の参考資料などの教育分野における利用、さらには、民間企
業における経営計画の策定など、社会経済に係る施策に活用されています。

※指導員、調査員は既に県へ推薦済みです。

☆ 社会生活基本調査について

令和３年１０月１日を調査期日として、社会生活基本調査を行います。

この調査は、国民の生活時間の配分及び自由時間における主な活動を調査し、
国民の社会生活の実態を明らかにすることにより、男女共同参画、ワーク・ライ
フ・バランス関係の各種施策の数値目標や基礎資料として活用されます。
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☆調査員登録事項に変更はありませんか？

市では統計調査員の登録制により各種統計調査を実施しております。現在、96名
の皆さんにご登録いただいている状況であります。引き続き、調査活動にご協力をお
願いするとともに、登録されている連絡先が変わったり、お勤めなどによって調査活
動ができなくなったなど登録事項に変更があった場合は、企画財政課までご連絡をお
願いします。

☆令和3年度より担当課名、電話番号が変更になります！

令和３年４月の組織機構改革に伴い課名、電話番号が変更になります。
場所は今までと同じく本館３階です。

（旧） 企画政策部 企画財政課 企画係 TEL 055-278-1662

（新） 総合戦略部 経営戦略課 経営企画係 TEL 055-278-1678

☆令和３年度に実施される統計調査

統計調査名
【実施機関】

調査目的 調査の時期

経済センサス
-活動調査
【企画財政課】

わが国の全産業分野における事業所や企業の経
済活動の状況を明らかにするとともに、各種統計
調査の基礎となる情報の整備を図る。

令和3年6月1日

社会生活基本調査
〔山梨県〕

国民の社会生活の実態を明らかにすることにより、
各種行政施策のための基礎資料を得る。

令和3年10月1日

学校基本調査
【学校教育課】

学校に関する基本的事項を調査し、教育行政上の
基礎資料を得る。

令和3年5月1日

労働力調査
〔山梨県〕

国民の就業・不就業の状態を明らかにし、国の経
済政策や雇用対策のための基礎資料を得る。

調査区は全国の国勢調査区のうちか
ら毎月抽出され、4ヶ月継続して調査
する。原則として、1年後に再度同じ
世帯を調査する。

毎月勤労統計調査
〔山梨県〕

事業所に勤務する労働者の賃金、労働時間、雇用
について毎月の変化を明らかにし、労働経済の分
析や国民の所得を推計する基礎資料を得る。

18ヶ月間毎月

小売物価統計調査
〔山梨県〕

地域別、店舗の形態別等の物価を明らかにする。 毎月

個人企業経済調査
〔山梨県〕

個人企業の経営の実態を明らかにする。 毎月


